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北海道ガス株式会社



 

 

 この一般ガス供給約款別冊【その他の供給条件】（以下「本条件」といいます。）は、当社の一般ガス供給

約款に基づきガスの供給を受けるお客さまに適用します。ただし、当社との需給契約において定められた契

約年間使用量が１，０００万立方メートル以上のお客さまを除きます。 

 

１．適用期間 

 本条件は、料金算定期間の末日が以下に該当するガス料金に適用します。 

① ２０２３年１月１日から２０２３年１月３１日 

② ２０２３年２月１日から２０２３年９月３０日 

③ ２０２３年１０月１日から２０２４年５月３１日 

④ ２０２４年６月１日から２０２４年６月３０日 

⑤ ２０２４年９月１日から２０２４年１０月３１日 

⑥ ２０２４年１１月１日から２０２４年１１月３０日 

⑦ ２０２５年２月１日から２０２５年３月３１日 

⑧ ２０２５年４月１日から２０２５年４月３０日 

⑨ ２０２５年８月１日から２０２５年８月３１日 

⑩ ２０２５年９月１日から２０２５年９月３０日 

⑪ ２０２５年１０月１日から２０２５年１０月３１日 

⑫ ２０２６年２月１日から２０２６年３月３１日 

⑬ ２０２６年４月１日から２０２６年４月３０日 

 

 

 

２．料金 

（１） １①の場合、一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）

によって算定される調整単位料金から１０円を引き下げたものとします。 

（２） １②の場合、２０２２年１０月２８日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対

策」（以下「総合経済対策」といいます。）に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一

般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から３０円を引き下げたも

のとします。 

（３） １③の場合、総合経済対策に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一般ガス供給約

款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から１５円を引き下げたものとします。 

（４） １④の場合、２０２３年１１月２日の閣議決定「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、

一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定

される調整単位料金から７．５円を引き下げたものとします。 

（５） １⑤の場合、政府による経済対策「酷暑乗り切り緊急支援」（以下「酷暑乗り切り緊急支援」といい

ます。）に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調

整）によって算定される調整単位料金から１７．５円を引き下げたものとします。 

（６） １⑥の場合、酷暑乗り切り緊急支援に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一般ガ



 

 

ス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から１０円を引き下げたものと

します。 

（７） １⑦の場合、２０２４年１１月２２日の閣議決定「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済

対策」（以下「総合経済対策（２０２４年１１月）」といいます。）に基づき、一般ガス供給約款に定め

る調整単位料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から

１０円を引き下げたものとします。 

（８） １⑧の場合、総合経済対策（２０２４年１１月）に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位料

金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から５円を引き下

げたものとします。 

（９） １⑨および⑪の場合、２０２５年４月２５日決定の政府による経済対策「米国関税措置を受けた緊

急対応パッケージ」（以下「緊急対応パッケージ」といいます。）に基づき、一般ガス供給約款に定め

る調整単位料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から

８円を引き下げたものとします。 

（１０） １⑩の場合、緊急対応パッケージに基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位料金は、一般ガ

ス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から１０円を引き下げたものと

します。 

（１１） １⑫の場合、２０２５年１１月２１日の閣議決定「「強い経済」を実現する総合経済対策」（以下

「総合経済対策（２０２５年１１月）」といいます。）に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位

料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から１８円を引

き下げたものとします。 

（１２） １⑬の場合、総合経済対策（２０２５年１１月）に基づき、一般ガス供給約款に定める調整単位

料金は、一般ガス供給約款１９（単位料金の調整）によって算定される調整単位料金から６円を引き

下げたものとします。 

 

 

 

３．本条件の変更 

上記の適用期間及び料金については、総合経済対策の実施状況等に応じて変更する場合があります。 

 


